
 

 

第１２０回平塚市個人情報保護運営審議会議事録 

日時 令和２年８月６日（木） 

  １４:００～１６:５０ 

場所 

 平塚市役所 本館 第２委員会室 

確 認 者 

諸坂会長 

出席者  １６人 

委員   諸坂会長、石川委員、児玉委員、佐藤委員、中島委員、長谷川委員、目黒委員 

事務局  舛水課長、鈴木担当長、風間主査、黒沢主事 

実施機関 災害対策課(西山担当長、矢木主査、岩井主事） 

医事課(田丸課長、守屋課長代理） 

 

１ 第１１９回議事録の確認について 

   議事録の確認を行った。 

 

２ 議題 

（１）  要配慮個人情報の取扱いに関する諮問について（平塚市個人情報保護条例第６条）【公開】 

【要配慮個人情報：病歴】 

・  災害対策課「新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者情報収集事務」にお

いて、災害発生時、神奈川県から本市に居住する新型コロナウイルス感染症の

自宅療養者情報の提供を受ける。市は、自宅療養者が、避難所へ避難すること

による感染拡大を防ぐため、宿泊療養施設への移動希望や搬送要請について確

認を行う。当該事務における取扱いについて実施機関から説明があり、諮問の内

容を認めた。 

 

【要配慮個人情報：心身の機能の障害】 

・  市民情報･相談課「複数課で共通する要配慮個人情報の取扱いの類型化及び以後

に同様の取扱いをする場合の当審議会への諮問」（市設置の防犯カメラ、監視

カメラ、ドライブレコーダー（以下、「防犯カメラ等」と表記。）により記録

した映像の中に含まれる場合）について、事務局から説明があり、本人外収集

及び目的外提供を含めてあらためて審議する必要があるため、不承認とした。 

 

（２） 個人情報の本人外収集に関する諮問について（平塚市個人情報保護条例第８条

第２項）【公開】 

  市民情報･相談課「複数課で共通する本人外収集の類型化及び以後に同様の取扱

いをする場合の当審議会への諮問」（個人情報を防犯カメラ等の映像により収

集する場合）について、事務局から説明があり、市は防犯カメラ等で記録した

個人情報について、本人外収集としているが、防犯カメラ等を通じた本人収集

と 考 えら れる 。本人 外 収集 と考 える理 由 につ いて 追加説 明 をす るこ とを意 見

し、不承認とした。 

 

（３） 保有個人情報の目的外提供に関する諮問について（平塚市個人情報保護条例第

９条第１項）【公開】 

  市民情報･相談課「複数課で共通する保有個人情報の目的外提供、本人通知の省略

の類型化及び以後に同様の取扱いをする場合の当審議会への諮問」（防犯カメ

ラ 等 によ り記 録した 個 人情 報を 市が自 動 車保 険に 加入し て いる 損害 保険会 社

の求めに応じて提供する場合）について、事務局から説明があり、提供する相

手方を限る理由について明確にすること、また、防犯カメラ等で記録した個人

情報の性質及び公益性、社会正義の実現の観点から提供する相手方を再度検討

することを意見し、不承認とした。 

 

 

                            裏面へ続く 

 



                     

 

（４） 個人情報取扱事務に係る届出の報告について（平塚市個人情報保護条例第７条）

【公開】 

  個人情報取扱事務に係る届出について、新規登録５６件、登録変更１２６件、

廃止６件の報告が事務局からあり、内容を確認した。委員からの質問・指摘の

うち、事務局が回答できなかったものについては、次回審議会での報告事項と

した。 

 

（５） 外部委託等に係る報告について（平塚市個人情報保護条例第５０条第２項）【公開】 

・  個人情報取扱事務の外部委託等（実施機関以外のものに電子計算機を用いて個人情報取扱

事務を行わせる場合）について、新規委託８件、変更（委託契約の更新等）１８件の報告

を受ける予定であったが、会議時間の都合により、次回審議会での報告事項とした。 

 

３ その他 

・  個人情報に係る事故報告が２件あり、実施機関（市長及び病院事業管理者）よ

り漏えい事故発生の経緯や対応結果、再発防止策等の報告を受けた。 

災害対策課（誤送付）…  漏えい事故が発生した封入・封緘作業についてダ

ブルチェックを行っていなかったことは市として杜撰な点があったとし、同様

のことを発生させないためのシステムをどのように構築していくか、要するコ

スト等を含め、検討すべきと意見した。 

医事課（誤送信）… FAX による誤送信が発覚してから、回収までに約２日間

を経過させたことは問題であった。また、誤送信の原因が FAX 自体のエラーで

あった場合は、機器の問題により誤送信の可能性があることを広く周知するた

め、漏えい事故の被害者に配慮した上で、本件の内容を公表すべきであると意

見した。機器の不具合であるか否かの結果について、次回報告するよう伝えた。 

 

・  次回の審議会は、令和２年１０月９日開催することとした。 

 

 

                                    以 上 

 

＜配付資料＞ 

① 第１１９回議事録 

② 平塚市個人情報保護条例第６条ただし書きの規定に基づく要配慮個人情報の取扱いに

関する諮問事案一覧 

③ 平塚市個人情報保護条例第８条第２項第７号の規定に基づく収集の制限に関する諮問

事案一覧 

④ 平塚市個人情報保護条例第９条第１項第６号の規定に基づく利用・提供の制限に関する

諮問事案一覧 

⑤ 個人情報取扱事務に係る届出の報告について 

⑥ 個人情報取扱事務の外部委託等に係る報告について 

⑦ 第１１９回答申の写し 

⑧ 個人情報に係る事故報告書 

 

 

 


